
大阪広域環境施設組合告示第 12号 

 人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 27年条例第８号）第６条の規定によ

り、令和６年度における大阪広域環境施設組合職員の人事行政の運営等の状況を次のとお

り公表する。 
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１. 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

 職員数につきましては、令和６年４月１日時点で 352人でしたが、令和７年４月１日時点

では 354人となり、差引２人の増となりました。 

※ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者を含み、臨時

的に任用された職員及び非常勤職員（暫定再任用短時間職員及びフルタイム会計年度任用

職員を除く）を除く。 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を除く。 

 

 

◎ 職員数  

（単位：人） 

 令和６年４月１日 令和７年４月１日 対前年増減数 

職員数 352 354 ２ 

※ 令和７年４月１日の職員数のうち、暫定再任用職員のフルタイム勤務は 42人、暫定

再任用職員の短時間勤務は 15人、会計年度任用職員のフルタイム勤務は１人となりま

す。 

 

◎ 採用者数 

令和６年４月１日～令和７年３月 31日 

・技能職員 ７人 

・会計年度任用職員（フルタイム） １人 

・暫定再任用職員（大阪市を定年退職した者） １人 

※ 暫定再任用職員（本組合を定年退職した者）を除く。 

 

◎ 退職者数 

（令和６年４月１日～令和７年３月 31日、単位：人） 

 定年退職 その他 合計 

常勤職員 17 ２ 19 

※ 会計年度任用職員の任期満了を含む。 

 

 任期切れ その他 合計 

暫定再任用職員 ３ １ ４ 
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２. 職員の人事評価の状況 

 

 職員の能力や勤務成績を正しく評価し、その結果に基づいて人事管理を行うことは、公務

能率や職員の勤務意欲の向上等の観点からも重要であります。 

 本組合においては職員の能力・実績について、より公正・公平性、客観性、納得性を重視

するとともに、組織目標を踏まえた各自の勤務実績を評価対象とする相対評価による人事

評価制度を導入し、年１回定期的に評価を実施しています。 

 評価制度に対する透明性や納得性の向上を図る観点から、評価基準等を職員に対して明

示するとともに、評価終了後の評価結果については、全職員本人へ開示しています。 

 また、評価・面談等の手続に関する苦情や評価結果に関する苦情については、苦情相談制

度を設け、事案に応じて適切な対応を行うこととしています。 

 その評価結果については、人事配置、昇任・昇格、分限等の人事管理上の公正な基礎資料

とするとともに、昇給・勤勉手当の給与処遇に反映しています。 

 

◎ 令和６年度人事評価結果 

（単位：人） 

分布割合 

合計 第１区分 

(５%) 

第２区分 

(20%) 

第３区分 

(他の区分に属

さない者) 

第４区分 

(評語がＢで絶

対評価点が 3.0

点未満の者) 

第５区分 

(評語がⅭ,Ｄ

の者) 

18 70 252 １ ０ 
341 

5.3％ 20.5％ 73.9％ 0.3％ 0.0％ 

※ 各割合については、単位未満の端数を四捨五入しているため、条例の分布割合と一致しない

場合があります。 

※ 暫定再任用職員を含む。 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を除く。 

※ 会計年度任用職員を除く。 

 

条例の分布割合 

《参考》大阪広域環境施設組合職員基本条例第 14条第２項（抜粋） 

第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 

５％以内 ２０％以内 他の区分に属

さない者 

１０％以内 ５％以内 
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３. 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況 

◎ 人件費の状況（令和６年度決算） 

（単位：千円） 

構成市住民基本台帳人口 

（令和７年３月 31 日現在） 

歳出額 

（A) 

人件費 

（B) 

人件費率 

（B／A) 

3,315,325 人 19,590,428 3,842,984 19.62% 

 

 

（２）職員給与費の状況 

◎ 職員給与費の状況（令和６年度決算） 

（単位：千円） 

職員数（A) 

給与費 
一人当たり 

給与費 

給料 職員手当 
期末・ 

勤勉手当 
計（B) （B／A） 

444 人 (0 人) 1,606,783 605,232 742,148 2,954,163 6,654 

※1 職員手当には退職手当及び児童手当は含まない。 

※2 （  ）内は、再任用短時間勤務職員で内数。 

※3 職員数には大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む（令和６年 10 月１

日現在）。 

 

 

（３）職員の平均年齢及び平均給料月額の状況 

◎ 職員の平均年齢及び平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額 

一般行政職 48.6歳 337,555 円 

技能労務職 54.1歳 282,911 円 
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（４）職員の主な学歴別の初任給の状況 

◎ 職員の主な学歴別の初任給の状況（令和７年４月１日現在） 

（単位：円） 

区分 初任給 

一般行政職 
大学卒 206,900 

高校卒 184,100 

技能労務職 高校卒 182,600 

 

 

（５）級別の職員数等の状況 

① 級別の職員数等の状況 一般行政職（令和７年４月１日現在） 

区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

標準的な 

職務内容 
係員 

高度業務 

の係員 
主務 係長 課長代理 課長 部長 事務局長 

職員数

（人） 
４ 18 43 29 11 10 2 1 

構成比

（％） 
3.4% 15.3% 36.4% 24.6% 9.3% 8.5% 1.7% 0.8% 
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② 昇給への勤務成績の反映状況 

令和７年度における昇給への勤務実績の反映状況については、次のとおりです。 

一般行政職 

課長級以下の職員（令和７年４月１日現在） 

【54歳以下】 

  課長級 課長代理級 係長級 
係員 

（３級） 

係員 

（２級） 

係員 

（１級） 

第１区分 6 号給 5 号給 5 号給 5 号給 5 号給 

第２区分 5 号給 5 号給 5 号給 5 号給 5 号給 

第３区分 4 号給 4 号給 4 号給 4 号給 4 号給 

第４区分 3 号給 3 号給 3 号給 3 号給 3 号給 

第５区分 
B 

0 号給 0 号給 0 号給 0 号給 0 号給 
C 

 

【55歳以上】 

  課長級 課長代理級 係長級 
係員 

（３級） 

係員 

（２級） 

係員 

（１級） 

第１区分 1 号給 1 号給 1 号給 

第２区分 1 号給 1 号給 1 号給 

第３区分 0 号給 0 号給 0 号給 

第４区分 0 号給 0 号給 0 号給 

第５区分 0 号給 0 号給 0 号給 

 

 

（６）職員の学歴別・経験年数別の平均給料月額の状況 

職員の学歴別・経験年数別の平均給料月額の状況（令和７年４月１日現在） 

    （単位：円） 

区分 学歴 
経験年数 

10 年 15 年 20 年 

一般行政職 
大学卒 － － － 

高校卒 － － － 

技能労務職 
高校卒 － － － 

中学卒 － － － 

（注）職員数が３人以下である経験年数については記載していません。 
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（７）期末・勤勉手当の状況 

① 課長級以上の職員 

 

 

 

 

② 課長代理級以下の職員 
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（８）諸手当の状況 

① 特殊勤務手当（令和７年４月１日現在） 

 
 

② その他の手当（令和７年４月１日現在） 
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（９）退職手当の状況 

◎ 退職手当の状況（令和７年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

自己都合 定年・推奨 自己都合 定年・推奨

最高限度 44.7795月分 47.709月分 47.709月分 47.709月分

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分 39.7575月分 47.709月分

大阪広域環境施設組合 国
区分

支給率
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４. 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）勤務時間 

 

※ 上記の勤務時間、休憩時間、休日については、勤務形態・業務の都合等により異なる場合

がある。 

 

（２）休暇 

 休暇については、原則として年間 20日の年次有給休暇が与えられるほか、病気休暇、介

護休暇、介護時間及び下表等の特別休暇があります。     （令和７年４月１日現在） 

特別休暇の種類 付与日数 

分べん（産前産後）休暇 16 週間 

生理休暇 1 回につき 2 日以内（年 13 回以内） 

結婚休暇 5 日以内 

忌引休暇 7 日以内 

配偶者分べん休暇 2 日以内 

子の看護等休暇 5 日以内（対象の子が 2 人以上の場合は 10 日以内） 

夏季休暇 5 日以内 

妊娠障害休暇 14 日以内 

出生サポート休暇 5 日以内（頻繁な通院を要する場合は 10 日以内） 

骨髄提供（ドナー）休暇 必要な期間 

ボランティア休暇 5 日以内 

交通制限・遮断、不可抗力の事故等 必要な期間 

選挙権等の行使 必要な期間 

【1直勤務】
8:45～17:15
(休憩45分)
【2直勤務】

16:15～翌9:15
(休憩90分)

土曜・日曜・祝日(1月1日除
く)相当日数を指定した日・
12月29日～1月3日

土曜・日曜・祝日・
12月29日～1月3日

あべのルシアス庁舎
9:00～17:30
(休憩45分）

焼
却
工
場 ※直勤務

勤 務 時 間 休    日

土曜・日曜・祝日・
12月29日～1月3日

8:30～17:00
(休憩45分)

北 港 事 務 所

普通勤務
8:45～17:15
(休憩45分)

土曜・日曜・祝日・
12月29日～1月3日
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特別休暇の種類 付与日数 

非常災害による住居の滅失・損壊等 7 日以内 

裁判員、証人、参考人等としての国

会、裁判所等への出頭 
必要な期間 

育児参加休暇 5 日以内 

育児時間休暇 1 日 2 回・90 分以内 

短期介護休暇 5 日以内（要介護者が 2 人以上の場合は 10 日以内） 

 

５. 職員の休業の状況 

 

◎ 令和６年度の状況 

休業の種類 件  数 

育児休業 １ 

部分休業 １ 

自己啓発等休業 該当なし 

配偶者同行休業 該当なし 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む。 

 

６. 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

 分限処分は、公務能率の維持向上を目的として行われる処分であるのに対し、懲戒処分は、

職員の非違行為に対して道義的責任を問うて、公務における規律と秩序の維持を目的とし

て行われる処分です。 

 令和６年度の分限処分件数は５件、懲戒処分件数は１件となっています。 

 

◎ 令和６年度分限処分者数※1                   （単位：人） 

降任 免職 
休職 

降給 合計 
起訴休職 病気休職 進学休職 

０ ０ ０ ５ ０ ０ ５ 

※1 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を除く。 

◎ 令和６年度懲戒処分者数※2                   （単位：人） 

免職 
停職 

減給 戒告 合計 
３月以上 ３月未満 

０ ０ ０ １ ０ １ 

※2 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む。 
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７. 職員の服務の状況 

 

 すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため、常に全力を挙げて職務の遂行に

専念しなければなりません。 

 そのため、職員に対しては、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、職務上知り得た秘

密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業等の従事の制限

等、民間企業の勤労者とは異なり、服務上の様々な制約が課されています。 

 こうした服務規律の確保に向け、本組合では、機会を捉えて服務規律の確保の周知徹底を

図るとともに、年末等の節目に綱紀保持の通知を行うなど、職員一人ひとりに対し十分注意

を喚起し、適切な指導に努めています。 

 なお、平成 26 年度に職員基本条例を制定し、適正かつ迅速に懲戒処分を行うとともに、

職員の政治的行為の制限に関する条例を制定することで、本組合職員の政治的中立性を保

障し、本組合の行政の公正な運営を確保することとしています。 

 

 

８. 職員の退職管理の状況 

 

本組合では、職員の退職管理の適正化を図り、公務の公正性及び市民の信頼を確保するこ

とを目的として職員の退職管理に関する条例及び職員の退職管理に関する規則を制定し、

職員の再就職等の適正な管理に取り組んでいます。 

具体的には、職員による再就職のあっせんの禁止並びに再就職者による働きかけの禁止

を定めるとともに、届出をしなかった者や虚偽の届出をした者は、10 万円以下の過料に処

することとしています。 
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９. 職員の研修の状況 

 

◎ 令和６年度実績 

区分 研修数 参加者数 

人権研修 ２ 834 人 

階層別研修 ７ 36 人 

専門研修 ５ 874 人 

再任用職員研修 １ 17 人 

その他研修 ２ 11 人 

計 17 1,772 人 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む。 

 

 

 

＜研修体系＞ 

 

 

 

 

 

 

  

階層別研修 専門研修 再任用職員研修 その他研修

〇新任管理職研修

課長代理

係長

○新任主任研修

技能統括主任

部門監理主任

業務主任

○人間力アップ研修

○ライフキャリア研修

〇中堅職員研修

〇新規採用職員研修

〇新規採用職員

フォローアップ研修

○技術研修

○資格取得研修

〇技能職員新規採用者

集合式研修

〇情報セキュリティ

研修

〇契約事務研修

人権研修

○人権研修

○コンプライアンス

研修

○業務改善に関する研修

○自主参加型外部研修

（マッセOSAKA等）

○必要に応じた研修

＜研修体系＞

大阪広域環境施設組合

○再任用職員研修
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10. 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）令和６年度 定期健康診断受診状況 

   対象者数（A） 受診者数（B） 
未受診者数    

(A)-(B) 
受診率 

第１・２種  438人 438 人 ０人  100% 

特定業務従事者 281人 281 人 ０人  100% 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む。 

※ 健康診断受診時において病気休職・育児休業等長期不在者を除く。 

 

（２）令和６年度 公務災害・通勤災害の件数 

公務災害 通勤災害 

12 ２ 

※ 大阪市、八尾市、松原市及び守口市からの派遣職員を含む。 

 

（３）職員の福利厚生 

職員の福利厚生については、地方公務員法、地方公務員等共済組合法に基づいて実施して

います。 

① 共済組合事業について 

組合所属職員については全員（再任用短時間勤務職員を除く。）が大阪市職員共済組合

員として、短期給付事業・長期給付事業等における各種給付等の適用を受けます。派遣職

員については、派遣元の市（大阪市・八尾市・松原市及び守口市）の共済組合員として、

同様に各種給付等の適用を受けます。 

② 互助会事業について 

組合所属職員については全員（再任用短時間勤務職員を除く。）が大阪市職員互助会員

として、各種福利厚生制度の適用を受けます。派遣職員については、派遣元の市（大阪市・

八尾市・松原市及び守口市）の互助会等の会員等として、各種福利厚生制度の適用を受け

ます。事業としてはスケールメリットを活かした保険事業やライフプラン事業等があり

ます。 

 

（４）公平委員会の業務の状況（令和６年度実績） 

勤務条件に関する措置の要求の状況 該当なし 

不利益処分に関する不服申立ての状況 該当なし 

 


